
横浜国立大学都市イノベーション学府建築都市文化専攻

学位論文に係る評価基準

1.学位論文・ポートフォリオに係る評価基準

学位論文

・研究課題が、先行研究を踏まえて適切に設定されていること。

・当該分野における新規性あるいは独創性がある研究成果が得られていること。

・構成と記述が適切であり、論理的であること。

ポートフォリオ（建築都市デザインコース Y-GSA） 
・研究テーマが適切に設定され、それに基づいてスタジオおよびスタジオ関連活動がプレゼ

ンテーションされていること。

・研究テーマに対する設計の方法論が、独創的かつ論理的に記述されていること。

・構成と表現が適切であること。

ポートフォリオ（横浜都市文化コース Y-GSC） 
・当該制作領域における関連制作の現状や制作テーマに関連する専門知識を理解している

こと。

・課題の設定及びそれを解決するための方法論の選択や、仮説構築・表現方法などが妥当で

あること。

・関連制作と比較して、新規性あるいは独創性があり、当該分野の発展に貢献する制作成果

が得られていること。

・上記 3 点を第三者が適切に評価できるようにポートフォリオが構成されており、適切に

表現されていること。

2.審査委員の体制

・主査 1 名及び副査 2 名以上で審査委員会は構成される。

3.審査の方法

・論文審査（含むポートフォリオ審査、以下同じ）及び最終試験により、上記に示す学位論

文（含むポートフォリオ、以下同じ）の評価基準に基づいて評価判定を行う。

・主査と副査により論文審査を行い、学位論文に関する発表及び質疑応答により最終試験を

行う。

・最終試験は、学位取得要件の単位数を修得し、かつ学位論文を提出した者について行う。



横浜国立大学都市イノベーション学府 都市地域社会専攻

学位論文に係る評価基準

１．学位論文に係る評価基準 

・当該研究領域における関連研究の現状等を踏まえた適切な研究テーマが設定されている

こと。 

・関連研究と比較して、新規性あるいは独創性があり、当該分野の発展に貢献する研究成

果が得られていること。 

・構成と記述が適切であり、論理的であること。

２．審査委員の体制 

・主査１名及び副査２名以上で審査委員会は構成される。

３．審査の方法 

・論文審査及び最終試験により、上記に示す学位論文の評価基準に基づいて評価判定を行

う。 

・主査と副査により論文審査を行い、学位論文に関する発表及び質疑応答により最終試験

を行う。

・最終試験は、学位取得要件の単位数を修得し、かつ学位論文を提出した者について行う。



横浜国立大学都市イノベーション学府都市イノベーション専攻

学位論文に係る評価基準

1.学位論文に係る評価基準

博士（工学）

・研究課題が、先行研究を踏まえて適切に設定されていること。

・当該分野における新規性あるいは独創性がある研究成果が得られていること。

・当該分野の学術研究の発展に寄与する十分な水準を備えていること。

・構成と記述が適切であり、論理的であること。

博士（学術）

・当該研究領域における関連研究の現状や研究テーマに関連する専門知識を理解している

こと。

・関連研究と比較して、新規性あるいは独創性があり、当該分野の発展に貢献する研究成果

が得られていること。

・課題の設定及びそれを解決するための方法論の選択や、仮説構築・検証方法などが妥当で

あること。

・構成と記述が適切であり、論理的であること。

2.審査委員の体制

・主査 1 名及び副査 4 名以上で審査委員会は構成される。

3.審査の方法

・論文審査及び最終試験により、上記に示す学位論文の評価基準に基づいて評価判定を行

う。

・主査と副査により論文審査を行い、学位論文を中心として、これに関連する科目について

最終試験を行う。

・最終試験は、学位取得要件の単位数を修得し、かつ学位論文を提出した者について行う。




